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（子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正、児童福祉法など関係法律の整備）
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地域型保育事業の概要
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１号認定 ２号認定 ３号認定
認定なし
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申込から入所・入園に至る流れの比較
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子ども・子育て支援新制度とは

平成２４年８月、子ども・子育て支援の新たな仕組みに関する法律 「子ども・
子育て関連３法」が成立。子ども・子育て関連３法に基づく、子どもの教育、保
育、子育て支援を総合的に進める新しい制度です。

急速な少子化の進行、家庭・地域を取り巻く環境の変化に対応して、子どもや
保護者に必要な支援を行い、一人ひとりの子どもが健やかに成長することがで
きる社会を実現することを目的としています。

・子ども・子育て支援法（第61条）に基づく区の計画。５年を１期とします。

・基本的記載事項として、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、
区が定める区域ごとに、「量の見込み」「確保の内容」「実施時期」を記載。

・任意的記載事項として、東京都が行う専門的な知識・技能を要する社会的養護
等に係る支援との連携やワーク・ライフ・バランスに係る施策との連携等につい
ても記載。

＊ワーク・ライフ・バランス（職業生活と家庭生活の両立）

子ども・子育て支援事業計画とは
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子ども・子育て会議の役割
教育・保育施設や地域型保育事業の利用定員を定める際や、子ども・子育て

支援事業計画の策定・変更等について、調査審議するとともに、区長の諮問に
応じて区長に意見を述べることができる。

子育て当事者や子育て支援事業従事者、学識経験者等の計画への意見の
反映を始め、施策を地域の子ども・子育て家庭の実情を踏まえて実施すること
を担保する上で非常に重要な役割を果たす。

子ども 子育て支援新制度のスタ トに向けて子ども・子育て支援新制度のスタートに向けて
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